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『悠遊くらぶ和』のご紹介 

『悠遊くらぶ和』での１日 

「悠遊くらぶ和」では、趣味活動を念頭においた事業所づくりと支援体
制を整えています。『趣味づくり・生きがいづくり・仲間づくり』の場
を提供し、ご利用者様のニーズに合わせて楽しい時間をお過ごしいただ
けるデイサービスです。 

送迎  

8：15 ～ 9：30 

活動開始(入浴・余暇活動) 

9：45 ～ 11：45 

口腔体操・昼食 

11：45 ～ 12：45 

活動開始(入浴・余暇活動) 

13：15 ～ 14：15 

レクリエーション・クラブ活動 

14：15 ～ 15：00 

リハビリ体操 

15：00 ～ 15：20 

送迎  

16：15 ～ 16：45  

(※お時間は日によって多少前後いたします。)  

おやつ・脳トレ 

15：20 ～ 16：00 



『悠遊くらぶ和』の設備 

 

『悠遊くらぶ和』には、ご利用者様の活動を支える設備がございます。 
 

①カラオケルーム 
防音のカラオケ専用の部屋となります。最新曲から懐かしのあの曲まで
幅広く取り揃えております。ご利用については「ひとりカラオケ」とな
ります。使用前に手指消毒をお願いしております。使用後はマイクを含
め、消毒・清掃を行いますので安心してご利用ください。 
(※カラオケデーのみのご利用となります。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

②トレーニングルーム 
機能訓練指導員による機能訓練を行っております。リハビリ器具を使用
したものの他に体操や歩行訓練も実施しています。また機能訓練実施前
のマッサージも大変好評です。柔道整復師の資格を持った職員が対応い
たします。その他ウォーターベッドもございますので、どうぞご利用く
ださい。運動については、密を避ける為少人数ずつご案内しております。 
 
 
 
 
 
 



『悠遊くらぶ和』の設備 

  
③悠遊ルーム 
趣味活動の部屋となります。書道、絵手紙、手づくり等のクラブ活動が
開催される際、こちらを使用します。また外出レクの替わりとして、こ
の部屋を喫茶店に見立てた行事や、お茶会等を行っております。 
空いている時間は塗り絵、手芸、読書など、ご自由にお使いいただけま
す。飛沫防止シートが設置されておりますので、対面を避けて利用でき
ます。 
 

 ※活動例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 塗り絵クラブ 

お茶クラブ 

絵手紙教室 

作品展 編み物講習会 

手づくりクラブ 美文字クラブ 

珈琲を愛する会 



『悠遊くらぶ和』の設備 

 

『悠遊くらぶ和』には、ご利用者様の活動を支える設備がございます。 
 

④大浴場 (シルクの湯・福来の湯) 
温泉気分が味わえる２種類の大浴場がございます。男湯と女湯は週替わ
りいたします。あたたかいお風呂で心も体もポカポカに癒されてくださ
い。換気、衛生管理に努めております。密集にならないよう職員が順番
にお声がけしております。安心してご利用ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤その他 
和室や静養室もございますので、布団やベッドで休息をとることができ
ます。密を避ける為、使用できる人数を制限させていただいております。
混んでいる際は、順番に譲り合ってご利用ください。 
 

シルクの湯 
微細気泡で放出されるマイナスイオン
に癒されてください。 

福来の湯 
浴槽底からの気泡で心身ともにリラッ
クスしてください。 



『悠遊くらぶ和』フォトギャラリー 

当事業所では、こまめな手洗いの遂行、施設内の消毒・清掃・空間除菌・換気・湿度管
理等を徹底しております。また感染症予防対策を強化し、行事や活動につきましては、
３密(密閉、密接、密集)を可能な限り避け、皆様が安心してご利用できるよう努めてお
ります。 
また利用前の検温・送迎車乗車前の手指消毒・車内のマスク着用を徹底しております。 
 
※各行事・活動につきましては、新潟県内及び国内の感染症の発生状況等に応じて中止 
 や延期となる場合がございます。 
※飲食を伴う行事は飛沫防止シートを使用し対面を避けております。 
※麻雀についてはマスクとフェイスシールドの着用をしていただきます。 
 月２回(１時間程度)の開催ですが、新潟県内の感染症の状況を考慮し、 
 開催できない場合もございます。 
 
 
 

※新型コロナウイルス等 感染症予防対策について 



利用料金 
 
（１）介護保険の給付対象 
介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、利用料の全 
額をご負担いただきます。 
※単位数に地域区分加算（新潟市１単位 10.14円）を用いて料金を算定し 
ております。下記料金はご負担の目安となります。 
 
 

【 基本料金 】 
 
 通所介護サービス費 及び 介護予防通所介護相当サービス 自己負担額 

要介護度 1割負担 2割負担 ３割負担 

要支援１ 
(月3回まで) 

３９０円／１回 ７７９円／１回 １，１６８円／１回 

要支援２ 
(月7回まで) 

４０１円／１回 ８０１円／１回 １，２０２円／１回 

要支援１ 
(4回以上) 

１，６９６円 
／１ヶ月 

３，３９１円 
／１ヶ月 

５，０８７円 
／１ヶ月 

要支援２ 
(8回以上) 

３，４７６円 
／１ヶ月 

６，９５２円 
／１ヶ月 

１０，４２８円 
／１ヶ月 

要介護１ ６１３円／１回 １，２２５円／１回 １，８３８円／１回 

要介護２ ７２３円／１回 １，４４６円／１回 ２，１６９円／１回 

要介護３ ８３８円／１回 １，６７５円／１回 ２，５１３円／１回 

要介護４ ９５５円／１回 １，９０９円／１回 ２，８６３円／１回 

要介護５ １，０６９円／１回 ２，１３８円／１回 ３，２０７円／１回 

7時間以上8時間未満 大規模型通所介護費(Ⅱ) 



【 加算料金 】加算料金は選択利用された方のみご負担いただきます。  

【 減算料金 】減算料金は条件が合った場合のみ適応となります。  

(要支援)加算の種類 1割負担 2割負担 ３割負担 

運動器機能向上加算 ２２９円／１ヶ月 ４５７円／１ヶ月 ６８５円／１ヶ月 

サービス提供体制強化 
加算(Ⅱ)(要支援１) 

７３円／１ヶ月 １４６円／１ヶ月 ２１９円／１ヶ月 

サービス提供体制強化 
加算(Ⅱ)(要支援２) 

１４６円／１ヶ月 ２９２円／１ヶ月 ４３８円／１ヶ月 

(要介護)加算の種類 1割負担 2割負担 ３割負担 

入浴介助加算(Ⅰ) ４１円／１日 ８１円／１日 １２２円／１日 

サービス提供体制強化 
加算(Ⅱ) 

１９円／１日 ３７円／１日 ５５円／１日 

(要支援、要介護共通) 
加算の種類 

1割負担 2割負担 ３割負担 

介護職員 
処遇改善加算(Ⅰ) 

１ヶ月の利用料金 
（基本部分＋各種加算減算） 

の５．９％の１割 

１ヶ月の利用料金 
（基本部分＋各種加算減算） 

の５．９％の２割 

１ヶ月の利用料金 
（基本部分＋各種加算減算） 

の５．９％の３割 

介護職員等 
特定処遇改善加算(Ⅰ) 

１ヶ月の利用料金 
（基本部分＋各種加算減算） 

の１．２％の１割 

１ヶ月の利用料金 
（基本部分＋各種加算減算） 

の１．２％の２割 

１ヶ月の利用料金 
（基本部分＋各種加算減算） 

の１．２％の３割 

新型コロナウイルス感
染症に対応するための

特例的な評価 

 

基本報酬に０．１％を加算 
 

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサー
ビスについて、令和３年９月末までの間のみ算定 

 

感染症又は災害の発生
を理由とする利用者数
の減少が一定以上生じ
ている場合の加算 

 

所定単位数の３％を加算 
 

※感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者
数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも５％以上減少して

いる場合のみ算定 
 



項目 内容と負担金額 

食事代 
昼食 ５１０円／１食、刻み食・粥食５１０円／１食、 

特別食 ６００円／１食（カロリー、塩分などを指定した食事） 

（配食を希望した回数の実費請求となります） 

お茶・おやつ代 ５０円／１日 

レクリエーション費 レクリエーションや行事・

活動への参加 

材料費などの実費を負担し

ていただく場合があります 

オムツ・パット代 事業所のものを使用された場合は実費を負担していただき

ます 

その他 外出行事や移動販売等の行事に参加ご希望の方は、必要分

の現金を当日ご用意していただいております。 

（２）介護保険の給付対象とならない費用 

ご利用できる方 

要介護認定、要支援認定を受けている方、及び事業対象者の方となります。 
見学や体験利用も可能です。まずはご相談ください。       

(要介護)減算の種類 1割負担 2割負担 ３割負担 

事務所が送迎を 
行なわない場合 

４８円／片道 ９６円／片道 １４３円／片道 

(要支援、要介護共通) 
減算の種類 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

事業所と同一建物に 
居住する利用者への 
サービス提供減算 

８７円／１回 
要支援１(月3回まで) 
要支援２(月7回まで) 

１７３円／１回 
要支援１(月3回まで) 
要支援２(月7回まで) 

２５９円／１回 
要支援１(月3回まで) 
要支援２(月7回まで) 

３８２円／１ヶ月 
要支援１(4回以上) 

７６３円／１ヶ月 
要支援２(8回以上) 

７６３円／１ヶ月 
要支援１(4回以上) 

１，５２５円／１ヶ月 
要支援２(8回以上) 

１，１４４円／１ヶ月 
要支援１(4回以上) 

２，２８８円／１ヶ月 
要支援２(8回以上) 

９６円／１日 
要介護 

１９１円／１日 
要介護 

２８６円／１日 
要介護 

【 減算料金 】減算料金は条件が合った場合のみ適応となります。 

  悠遊くらぶ和 025-278-4165 

         担当 藤井 志田 




